
○

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
二
百
十
四
条

法
第
二
百
七
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
二
百
十
四
条

法
第
二
百
七
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

登
録
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合

三

登
録
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
登
録
申
請
者
（
当
該
登
録
申

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
書
類

請
者
に
法
定
代
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
登
録
申
請
者
及
び
そ
の
法
定
代

イ

当
該
登
録
申
請
者
に
法
定
代
理
人
が
な
い
場
合

当
該
登
録
申
請
者
の

理
人
）
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類

ロ

当
該
登
録
申
請
者
に
法
定
代
理
人
が
あ
る
場
合

当
該
登
録
申
請
者
及

び
そ
の
法
定
代
理
人
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
（
当
該

法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
登
録
申
請
者
の
住
民
票
の
抄

本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
類
及
び
当
該
法
定
代
理
人
の
定
款
若
し
く
は
登

記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
類
）

２

（
略
）

２

（
略
）


